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加盟団体 殿 

日本製薬団体連合会 
 

新たに薬価基準に収載された医薬品の「薬価基準収載医薬品コード」について 

標記について，令和 8 年 2 月 19 日付け医政産情企発 0219 第 2 号にて厚生労
働省 医政局 医薬産業振興・医療情報企画課長より通知がありました． 
つきましては，本件につき貴会会員に周知徹底いただきたく，ご配慮の程よ

ろしくお願い申しあげます． 



 

 

医政産情企発 0219 第３号 
令 和 ８ 年 ２ 月 1 9 日 

 
 

日本製薬団体連合会会長 殿 
 
 
 
 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
 
 

 新たに薬価基準に収載された医薬品の「薬価基準 
収載医薬品コード」について 

 
 
 
標記について、別添（写）のとおり各都道府県衛生主管部（局）長あて通知

したので、連絡する。 



 

医政産情企発 0219 第２号 
令和８年２月 19 日 

 
 

各都道府県衛生主管部(局)長 殿 
 
 
 
 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
 
 

新たに薬価基準に収載された医薬品の「薬価基準 
収載医薬品コード」について 

 
 
 

令和８年２月 19 日付厚生労働省告示第 40 号をもって新たに薬価基準に収載

された医薬品の「薬価基準収載医薬品コード」は、別添のとおりとするので、

関係方面への周知方御配慮願いたい。 



医 薬 品 コ ー ド 品　　　　　　　　　名 規　格　単　位 メ　ー　カ　ー 薬　価

４９００４１１Ｘ１０２０ エレビジス点滴静注 １患者当たり 中外製薬株式会社 304,972,042

（令和８年２月19日付）
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